
独立行政法人国立公文書館の平成14年度の業務実績に関する項目別評価表

平成15年２月１９日
内閣府独立行政法人評価委員会国立公文書館分科会決定

評 価 項 目 評 価 基 準 実 績 自 分 科 会
中期計画の各項目 （14年度計画の各項目） 指 標 己 評価 評 価 理 由

（記載事項） 評
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 価 指 項

標 目

１ 業務運営の効率化に関する目 １ 業務運営の効率化に関する目
標を達成するためにとるべき措 標を達成するためにとるべき措
置 置

以下の事項に計画的に取り組 中期計画及び年度計画にのっ
むことにより、業務運営の効率 とって、各業務分野ごとに可能
化を図り、歴史資料として重要 な限りの数値目標を盛り込んだ
な公文書その他の記録（現用の 具体的執行計画を策定し、四半
ものを除く。以下「歴史公文書 期ごとにその達成状況を把握し
等」という ）の受入れから一 て、その的確な推進を図ること。

・業務の計画的かつ円滑 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・達成状況を記入般の利用に供するまでの期間を により、業務の計画的かつ円滑
な執行 会委員の協議により判定する。現行のおおむね１年２か月から な執行に努める。特に、以下の

。１年以内に短縮するとともに、 事項について積極的に取り組む
これにより、当該作業に係る歴

・受入れた歴史公文書等 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・別表１に必要事項を記入史公文書等１冊当たりの経費を
の処理状況 会委員の協議により判定する。１０パーセント削減する。

・民間委託に関するコス ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・別表２に必要事項を記入（1）民間委託の促進 (1) 民間委託の促進
ト、委託先選定方法、 会委員の協議により判定する。歴史公文書等の適切な保存
継続契約期間、品質管のための目録の作成等に際
理方法の妥当性し、民間委託の促進を図る。

・民間委託の促進が、実 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・効果を挙げている具体的事
質的に効果を挙げてい 会委員の協議により判定する。 例を記入
るかどうか。

・マニュアルに基づく目 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・円滑化の程度を記入① 平成13年度に作成した目
録作成作業の円滑化の 会委員の協議により判定する。録作成等のマニュアルに基
程度づき、パートタイマーによ

る効率的な目録の作成を図
るとともに、必要に応じ当

・マニュアル見直し作業 実施済み 未実施 ・実施状況を記入該マニュアルの見直しを行
の状況う。

・パートタイマー導入の 実施済み 未実施 ・実施状況を記入② 効率等の観点から、マイ
有無クロフィルム化について、

パートタイマーによる撮影
・マニュアル作成の状況 実施済み 未実施 ・作成状況を記入を積極的に導入し、そのた

。めのマニュアルを作成する

・マニュアル作成の効果 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・効果の内容を記入
会委員の協議により判定する。
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・撮影機１台増設の有無 実施済み 未実施 ・実施状況を記入③ マイクロフィルム化促進
のため、マイクロフィルム
撮影機を１台増設し、パー

・処理能力増強の程度 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・処理能力増強の程度を数値トタイマーによる処理能力
会委員の協議により判定する。 で記入を増強する。

・研究連絡会議設置によ ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・研究会議設置による効果を(2）業務執行体制の見直し (2) 業務執行体制の見直し
る効果 会委員の協議により判定する。 記入歴史公文書等の受入れ及び 館の中核的業務を担うアー

・参加者の範囲、開催回数、保存に係る業務を同一部署の キビストとしての公文書専門
テーマ、主な協議決定を記下で一元的に行う。 官・公文書研究官の積極的な
入調査研究活動の促進を図ると

ともに、歴史資料として重要
な公文書その他の記録（現用
のものを除く。以下「歴史公
文書等」という ）の移管・保。
存、公開審査・利用及び修復
等に関する諸問題について広
く館の職員の間で認識を共有
するため、自由闊達な意見交
換と協議決定を行うことを目
的として、研究連絡会議を設
置する。

２ 国民に対して提供するサービ ２ 国民に対して提供するサービ
スその他の業務の質の向上に関 スその他の業務の質の向上に関
する目標を達成するためにとる する目標を達成するためにとる
べき措置 べき措置
館は、歴史公文書等に記録さ

れている内容を将来にわたって
一般の利用に供し得る状態に保
つための措置を講ずることを最
重点課題としつつ、以下に掲げ
る事項に取り組む。

（1）歴史公文書等の受入れ、保 (1) 歴史公文書等の受入れ、保
存、利用その他の措置 存、利用その他の措置
① 受入れのための適切な措 ① 受入れのための適切な措
置 置

国の行政に関する歴史公
文書等並びに立法府及び司
法府が保管する歴史公文書
等について、その円滑な受

・内閣総理大臣への意見 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・意見提出状況を記入入れを行うため、内閣総理 ⅰ）行政機関の保有する情
提出状況 会委員の協議により判定する。大臣の求めに応じ、当該歴 報の公開に関する法律 平（

史公文書等の重要性を評価 成11年法律第42号）及び
・関係行政機関との対応 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・対応・連携状況を記入するとともに、上記１(2) 国立公文書館法の一部を
・連携等の状況 会委員の協議により判定する。により業務執行体制の見直 改正する法律（平成11年

しを行う。 法律第161号）の施行を受
けて、新しい移管の仕組
みにより初めて行われた
平成13年度の移管業務を
踏まえ、歴史公文書等が
的確に移管されるよう、
内閣総理大臣への意見提
出、関係行政機関との対
応、連携等について検討
を行う。
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・基準等の策定に関する 実施済み 未実施 ・調査研究状況を記入ⅱ）保存期間が満了した行
調査研究状況政文書について、館への

移管の適否を判断するた
めの基準等の策定に関す
る調査研究を行う。

・移管計画に対する歴史 100％以上 75％以上 25％以上 25％未満 ・移管計画に対する受入れ状ⅲ）平成13年度及び平成14
公文書等の受入れ状況 100％未満 75％未満 況を記入年度における移管計画に

従って、館の効率的な運
営を考慮し、歴史公文書

。等の円滑な受入れを行う

② 保存のための適切な措置 ② 保存のための適切な措置
ⅰ）既に館が保存している
歴史公文書等について、

・受け入れた歴史公文書 100％以上 75％以上 25％以上 25％未満 ・必要な措置を講じた歴史公その作成機関 作成年代 ⅰ）(1)①ⅲ）により受け入、 、
等のうち必要な措置を 100％未満 75％未満 文書等の割合を記入用紙の種類、記録手段の れた歴史公文書等につい
講じた歴史公文書の割種別等に応じた劣化状況 て、紙等の劣化要因を除
合の調査を行い、これによ 去するために必要な措置

り科学的に把握した劣化 を講じた上で、温湿度等
要因に応じた保存対策方 の適切な環境を整えた専

・専用書庫の環境状況、 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・設定温度・湿度、管理体制針を平成１４年度に確定 用の書庫に保存する。
管理体制 会委員の協議により判定する。 等を記入し、順次、必要な修復、

媒体の変換等の措置を講
ずる。

・保存対策方針の策定状 実施済み 未実施 ・保存対策方針の策定状況をⅱ）前年度までに実施した
況 記入劣化状況調査結果に基づ

き、劣化要因に応じた保
存対策方針を平成14年度
に策定する。

・計画に対する修復状況 100％以上 75％以上 25％以上 25％未満 ・修復状況を記入ⅱ）劣化が進行している歴 ⅲ）劣化が進行している歴
100％未満 75％未満史公文書等のうち、閲覧 史公文書等のうち、閲覧

に供し得ない状態にある に供し得ない状態にある
等緊急に措置を講じる必 等緊急に措置を講じる必

・計画に対するﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ 100％以上 75％以上 5％以上 25％未満 ・変換状況を記入要のあるものについて 要のあるものについて、
への変換状況 100％未満 5％未満は、歴史資料としての重 歴史資料としての重要度

要度を考慮し、順次マイ を考慮して、計画的に修
クロフィルム等への媒体 復、マイクロフィルムへ
の変換等を行う。 の媒体変換等を行う。

・代替くん蒸用ガスの検 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・検討状況を記入ⅳ）平成17年1月から臭化メ
討状況 会委員の協議により判定する。チルの生産・消費が全廃

されるため、現在、くん
蒸に使用しているガス 臭（
化メチルと酸化エチレン
の混合ガス）に替わるく
ん蒸用ガス等の検討を行
う。

③ 一般の利用に供するため ③ 一般の利用に供するため
の適切な措置 の適切な措置
ⅰ）既に館が保存している ⅰ）平成13年度当初に館が
歴史公文書等のうち一般 保存している歴史公文書
の利用に供されていない 等のうち一般の利用に供
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ものにあっては、原則と されていないものについ
して中期目標の期間内に ては、次の措置を行う。
非公開事由の該当個所の

・公開時期及び公開割合 100％以上 75％以上 25％以上 25％未満 ・公開時期及び公開割合、公有無について判断すると イ すべての目録を平成
100％未満 75％未満 開資料数を記入ともに、非公開事由に該 14年度の早い時期に公

当する情報を除き、順次 開する。
一般の利用に供する。

・個別審査冊数 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・対象冊数及び個別審査冊数ロ 平成13年度に実施し
・一般公開した冊数及び 会委員の協議により判定する。た公開・非公開の概定
及び割合結果を踏まえて、更に

個別の公開・非公開の
の審査を行い、非公開
事由に該当するものを
除き、順次一般の利用
に供する。

ⅱ）歴史公文書等のより幅 ⅱ）歴史公文書等のより幅広
広い利用を図るため、利 い利用を図るため、次の事
用統計等を分析すること 項を行う。
により利用者の動向等を

・情報収集、利用統計充 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・情報収集、利用統計充実、把握し、これらに応じた イ 利用者の動向等を把
実、総合的分析の状況 会委員の協議により判定する。 総合的分析の状況を記入展示会の開催、ホームペ 握するため、必要な情

ージの充実、広報誌の刊 報収集を行い、利用統
行等の広報を積極的に行 計の充実を図るととも

・情報、利用統計、総合 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・情報、利用統計、総合的分う。 に、これらを総合的に
的分析内容及びその活 会委員の協議により判定する。 析内容及びその活用状況を分析する。
用状況 記入

・展示会の内容等及び充 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・展示会の規模、テーマ、時ロ 館が保存している貴
実内容 会委員の協議により判定する。 期、入館者数及びその経年重な歴史公文書等を広

比較が可能な数値等を記入く一般の観覧に供する
ため、展示会の充実を

・展示会に関する広報強 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・展示会に関する広報実績を図るとともに、その広
化状況 会委員の協議により判定する。 記入報を強化する。

・紀要「北の丸」の内容 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・概要、作成部数、主な配布ハ 館が行った調査研究
等 会委員の協議により判定する。 先を記入の成果等を公表するた

・現物の提示め 研究紀要 北の丸、 「 」
を刊行する。

・ホームページ充実体制 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・体制を記入ニ ホームページの充実
の内容 会委員の協議により判定する。 ・ホームページを更新した年を図るために随時情報

月及び更新内容を記入の追加・更新を行うた
めの体制を整える。

・計画に対する進捗状況 100％以上 75％以上 25％以上 25％未満 ・計画に対する進捗状況を記ホ 貴重かつ利用の頻度
100％未満 75％未満 入の高い歴史公文書等に

・具体的な資料名を記入ついて、利用の便を図
るため、マイクロフィ

・当該マイクロフィルム ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・マイクロフィルム化されたルムへの媒体変換を促
の利用状況 会委員の協議により判定する。 資料の利用状況を記入進する。

・中長期的な視点 計画 100％以上 75％以上 25％以上 25％未満 ・中長期的な視点（計画）にヘ 貴重な古書・古文書 （ ）
に対する進捗状況 100％未満 75％未満 対する進捗状況を記入のうち、原本保護の観

・主な資料名を記入点から閲覧を制限する
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必要があるものについ
て、利用の便を図るた
め、中長期的視点に立
って、写真本等の複製
物を作成する。

ⅲ）閲覧サービスの向上を
図るため、次の事項を行
う。

・見直した内容及び検討 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・見直し内容及び検討状況をイ 本館とつくば分館の
状況 会委員の協議により判定する。 記入所蔵公文書等の配置に

・配置見直し及び入替え理由ついて見直し、入れ替
を記入え方策等について検討

する。

・調査研究の内容 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・調査研究内容を記入ロ 館の保管に係る歴史
会委員の協議により判定する。公文書等の目録につい

て、利用者の検索等の
便の向上を図るため、
その在り方に関する調
査研究を行う。

・分析結果の内容 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・個別審査の結果を記入ハ 既に館が所蔵してい
会委員の協議により判定する。る歴史公文書等の公開

・非公開の概定審査及
び個別審査の結果の分
析を行う。

・意見交換の主な内容 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・意見交換の内容を記入④ 国の保存利用機関と連携 ④ 立法府、司法府を含む国
会委員の協議により判定する。 ・意見交換機関を記入した利用者の利便性向上の の保存利用施設の保管に係

ための措置 る歴史公文書等の情報化に
館及び国の保存利用機関 ついて引き続き意見交換を

が保存する歴史公文書等の 行うとともに、情報ネット
・調査研究の内容 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・調査研究の内容を記入情報を一体として提供する ワーク化を進める際の問題

会委員の協議により判定する。ため、国の保存利用機関の 点について調査研究を行
協力を得て、立法府、司法 う。
府を含む国の保存利用機関
が保存する歴史公文書等の
情報化の現況についての調
査及び所在源情報の収集を
行うとともに、当該機関と
の間での歴史公文書等の情
報ネットワーク確立のため
の調査研究を行う。

・体系的な研修内容 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・研修の体系及び個別研修の⑤ 保存及び利用に関する研 ⑤ 保存及び利用に関する研
会委員の協議により判定する。 位置付けを記入修の実施その他の措置 修の実施その他の措置

国の保存利用機関に対 ⅰ）館及び国の保存利用機
し、当該機関の職員を対象 関の職員を対象として、
として歴史公文書等の保存 歴史公文書等の保存及び
及び利用に関する基本的知 利用に関し、次の目的を

・研修等の派遣元の意見 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・派遣元の意見を記入識の習得、専門的知識の習 持った体系的な研修を実
会委員の協議により判定する。得及び実務上の問題点等の 施する。その際、地方公

解決方策の習得に係る研修 共団体の求めに応じ、そ
を体系的に実施するととも の職員をこれらの研修に

・研修等の効果に、専門的技術的な助言を 参加させる。
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行う。また、内閣総理大臣
からの委託を受け、地方公
共団体に対し、当該地方公

・研修への参加割合 100％以上 75％以上 25％以上 25％未満 ・母集団、参加機関数、参加共団体の職員をこれらの研 イ 公文書館法（昭和62
（企画の際の想定参加者 100％未満 75％未満 者数及び参加率を記入修に参加させるとともに、 年法律第115号）の趣旨
に対する割合）公文書館の運営に関する技 の徹底並びに歴史公文

術上の指導又は助言を行 書等の保存及び利用に
・研修内容 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・研修内容を具体的に記入う。 関する基本的な事項の

会委員の協議により判定する。習得

・参加者の意見 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・意見を記入
会委員の協議により判定する。

・研修への参加割合 100％以上 75％以上 25％以上 25％未満 ・母集団、参加機関数、参加ロ 公文書館法第４条第
（企画の際の想定参加者 100％未満 75％未満 者数及び参加率を記入２項に定める専門職員
に対する割合）として必要な専門的知

識の習得

・研修内容 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・研修内容を具体的に記入
会委員の協議により判定する。

・参加者の意見 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・意見を記入
会委員の協議により判定する。

・研修への参加割合 100％以上 75％以上 25％以上 25％未満 ・母集団、参加機関数、参加ハ 歴史公文書等の保存
（企画の際の想定参加者 100％未満 75％未満 者数及び参加率を記入及び利用に関し、特定
に対する割合）のテーマに関する共同

研究等を通じての実務
上の問題点等の解決方

・研修内容 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・研修内容を具体的に記入策の習得
会委員の協議により判定する。

・参加者の意見 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・意見を記入
会委員の協議により判定する。

ⅱ）情報の提供、意見交換
等

・研修への参加割合 100％以上 75％以上 25％以上 25％未満 ・母集団、参加機関数、参加イ 歴史公文書等の管理
（企画の際の想定参加者 100％未満 75％未満 者数及び参加率を記入に関する講習会等
に対する割合）歴史公文書等の的確

かつ効率的な移管・公
開業務の推進に資する

・講習会の内容 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・講習会の具体的内容を記入ことを目的として、国
会委員の協議により判定する。の機関の文書主管課職

員その他各部局の文書
担当等の職員を対象

・参加者の意見 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・意見を記入に､新しい移管・公開
会委員の協議により判定する。の仕組みへの理解を深

めるとともに、歴史公
文書等の管理に関する
基本的事項を習得させ
るための講習会を実施
する。

・検討内容、実施状況 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・検討状況、実施状況等を記また、各行政機関に
会委員の協議により判定する。 入公文書専門官等を派遣
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する形式での説明会の
。開催について検討する

・開催した会議等の内容 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・会議の内容を具体的に記入ロ 国又は地方公共団体
会委員の協議により判定する。が設置する公文書館 こ（

れに準ずる機関を含
む ）との交流、意見交。
換等を行うため、第14

・発行した情報誌等の内 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・情報誌の概要を記入、現物回都道府県・政令指定
容 会委員の協議により判定する。 提示都市等公文書館長会議

の開催、情報誌「アー
カイブズ」の発行等を

・会議開催の効果 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・会議を開催したことによる行う。
会委員の協議により判定する。 効果を記入

ⅲ）国際交流の推進

・国際交流、国際協力の ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・国際交流、国際協力の状況イ 国際公文書館会議 Ｉ（
状況 会委員の協議により判定する。 を記入ＣＡ）及び同東アジア

地域支部（ＥＡＳＴＩ
ＣＡ）の活動に積極的
に参加するとともに、
外国人研修生の受入等
を通じて国際交流・国
際協力を行う。

・交流事業の状況 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・交流事業の状況を記入ロ 日中公文書館交流事
会委員の協議により判定する。業の推進

日中国交正常化30周
年を記念して、新たに
国レベルの公文書館の
交流事業を開始する。

・公文書館の対応状況 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・公文書館の対応状況を記入ⅳ）将来における電子政府
会委員の協議により判定する。の実現に備え、電子化さ

れた行政文書の受入れ、
保存、利用を的確に行う
ことを念頭において、行
政の電子化の動向を注視
し、その把握に努める。

(2）アジア歴史資料のデータベ (2) アジア歴史資料のデータベ
ースの構築及び情報提供 ースの構築及び情報提供

アジア歴史資料センターを 平成13年度に開設したアジ
平成１３年度に開設し、同セ ア歴史資料センター 以下 セ（ 「
ンターにおいて、館、外務省 ンター」という ）の行う情報。
外交史料館、防衛庁防衛研究 提供サービスを広く内外に周
所図書館等の保管するアジア 知し利用の促進を図るととも
歴史資料を電子情報の形で蓄 に、利用者が継続的に安定し
積するデータベースを順次構 て利用できるよう以下の手当
築し、インターネット等を通 を講ずる。
じて情報提供を行うととも
に、当該資料の利用者の利便 ① 広報活動の充実

・具体的広報活動 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・具体的広報活動を記入性の向上のために必要な調査 センターが開設して間も
会委員の協議により判定する。 ・ホームページへのアクセス等を実施し、もって事業の充 ないことを踏まえ、ポスタ
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件数の推移を記入実を図る。 ーの掲示、英語版リーフレ
ットの作成配布、メーリン
グリストの新設等の広報手

・広報活動による効果段を積極的に用いて、セン
ター及びアジア歴史資料デ
ータベースの認知度の向上
を図る。

② アジア歴史資料データベ
ースの構築

・構築計画に対する進捗 100％以上 75％以上 25％以上 25％未満 ・進捗状況及びデータ量を記ⅰ）データベース構築計画
状況 100％未満 75％未満 入に基き、館及び外務省外

交史料館、防衛庁防衛研
究所図書館が平成13年度
に電子情報化を行ったア
ジア歴史資料の提供を受
け、データ量の計画的な
増加を図る。

・提供を受けた状況及び ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・提供状況及び処理状況を記ⅱ）また、上記各所蔵機関
処理状況 会委員の協議により判定する。 入が平成14年度中に電子情

報化を図るアジア歴史資
料についても、可能なも

。のから順次提供を受ける

・提供されたデータに対 100％以上 75％以上 25％以上 25％未満 ・提供データ数、公開データⅲ）上記各所蔵機関から提
する公開割合 100％未満 75％未満 数及び公開割合を記入供されたアジア歴史資料

データを遅滞なく画像変
換及び書誌データ（目録
情報、キーワード等）付
与作業を行い、順次デー
タベースに投入して、早
期に利用者の利用に供す
る。

・利用者からのニーズに ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・利用者からのニーズ及び改ⅳ）アジア歴史資料データ
対する改善措置及び効 会委員の協議により判定する。 善措置並びに効果を記入ベースの利用者からのニ
果ーズ等を踏まえ、センタ

ーが構築したホームペー
ジ及び検索システム等を
不断に見直し、利用者に
とってより使いやすい情
報提供サービスとなるよ

。うシステムの改善を図る

・インターネットの接続 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・管理運用体制の内容を記入ⅴ）インターネットによる
環境等の障害に即応で 会委員の協議により判定する。安定した情報提供を実現
きる管理運用体制構築するため、緊急対応マニ
の状況ュアルを作成するなどし

て、障害等に即応できる
。管理運用体制を構築する

③ 利用者の利便性向上のた
めの調査等
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・調査分析内容及び利便 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・調査分析内容及び利便性向ⅰ）インターネット等を通
性向上のための措置状 会委員の協議により判定する。 上措置状況を記入じて利用者の動向、ニー
況ズ等必要な情報収集を行

うとともに、その調査分
析結果に基づき、ホーム
ページの内容の充実、ア
ジア歴史資料データの更
新等を行い 、もって利用、

。者の利便性の向上を図る

・調査研究の内容 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・調査研究の内容を記入ⅱ）センターの行う情報提
会委員の協議により判定する。供サービスが主にインタ

ーネットでの配信である
ことを踏まえ、外国語で
の検索手法及び書誌デー
タの外国語化を実現する
ための調査研究を平成14
年度中に実施する。

・予算、収支計画、資金 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・年度計画に定める予算に対３ 予算（人件費の見積りを含 ３ 予算 人件費の見積りを含む（ 。）
計画に対する実績額 会委員の協議により判定する。 する決算、収支計画に対すむ 、収支計画及び資金計画 収支計画及び資金計画。）

る実績額、資金計画に対す
る実績額を記入別紙のとおり。 別紙のとおり。

・上記実績に関し、特記事項
があれば記入

・短期借入金の発生状況 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・借入れ金額、理由を記入４ 短期借入金の限度額 ４ 短期借入金の限度額
会委員の協議により判定する。短期借入金の限度額は、74,0 短期借入金の限度額は、74,00

00,000円とし、運営費交付金の 0,000円とし、運営費交付金の資
、資金の出入に時間差が生じた場 金の出入に時間差が生じた場合

合、不測の事態が生じた場合等 不測の事態が生じた場合等に充
に充てるために用いるものとす てるために用いるものとする。
る。

５ 重要な財産の処分等に関する ５ 重要な財産の処分等に関する
計画 計画
重要な財産の処分等に関する 処分等を行う見込みはない。

計画の見込みはない。

・剰余金の発生状況及び ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・金額、発生原因及び使途、６ 剰余金の使途 ６ 剰余金の使途
使途、管理状況 会委員の協議により判定する。 管理状況を記入剰余金は、２(1)④及び(2)に 剰余金は、２(1)④及び(2)に

係る業務並びに新たに行う必要 係る業務並びに新たに行う必要
が生じた業務に充てるものとす が生じた業務に充てるものとす
る。 る。

７ 施設・設備に関する計画 設・設備に関する計画７ 施
施設・設備に関する計画の見 計画はない。

込みはない。

（ 、８ 人事に関する計画 ８ 人事に関する計画 ・効率的・効果的な組織 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・最近３年間の職員数 常勤
編成や人員配置等の実 会委員の協議により判定する。 非常勤等）を記入業務の計画的かつ円滑な執行
施状況 ・職員の配置状況を記入及びその効率化を図るため適切

な人員配置を行うとともに、職
員の質を向上させるための研修

・研修内容 ・独立行政法人からの説明等を受け、分科 ・研修内容、参加状況を記入を実施する。
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会委員の協議により判定する。 ・研修の効果を記入

(1) 方針
① 管理部門の効率化による
人員の抑制

② アジア歴史資料センター
（ ）の開設への対応 ３人増員

(2) 人員に係る指標
期末の管理部門の常勤職員

数を期初の９０パーセントと
する。

※ 項目別評価表の自己評価は、独立行政法人が自ら定めた年度計画をどの程度執行したかについて自ら評価したものであり、評価委員会が業務実績評価を行う際の重要な判断材料となるもの
である。

評価委員会は、独立行政法人が行った定量的な指標に基づく自己評価については、自己評価に誤りがないか、指標に基き適切な自己評価をしているか等について調査・分析を行い、評価委
員会として評価を行った。定性的な指標に基づく自己評価については、あくまで評価の際の参考とし、評価委員会において評価基準に基づき評価を行った。


